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・森林は、木材等生産機能のみならず、山地災害防止、水源涵養、生物多様性保全等の公益的機能を有し、国民生活の安
定向上と国民経済の健全な発展に寄与している。

・森林の有する多面的機能の持続的な発揮のためには、主伐後の再造林を確実に実施し、健全な森林を育てることが重要。

■ 森林の有する多面的機能
森林の多面的機能は、一部の貨幣評価できるものだけでも年間70兆円。

資料：日本学術会議答申 「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的機能の評価について」及び同関連付属資料（平成13年11月）
※【 】内の金額は、森林の多面的機能のうち、物理的な機能を中心に貨幣評価が可能な一部の機能について評価（年間）したもの。いずれの評価方法も、
一定の仮定の範囲においての数字であり、その適用に当たっては注意が必要。

水源涵養
・洪水緩和 【6.5兆円】

・水資源貯留 【8.7兆円】

・水質浄化 【14.6兆円】 等

土砂災害防止／土壌保全
・表面侵食防止 【28.3兆円】

・表層崩壊防止 【 8.4兆円】 等

生物多様性保全
・遺伝子保全  ・生物種保全

・生態系保全

地球環境保全
・二酸化炭素吸収 【1.2兆円】

・化石燃料代替エネルギー【0.2兆円】

物質生産
・木材（建築材、燃料材等）

・食料（きのこ、山菜等） 等

保健・レクリエーション
・保養 【2.3兆円】

・行楽、スポーツ、療養

快適環境形成
・気候緩和 ・大気浄化

・快適生活環境形成 

文化
・景観、風致  ・教育 ・宗教、祭礼 

・芸術 ・伝統文化 ・地域の多様性

かん

CO2

O2

適切な更新

苗木を植える
（植栽木）

植栽

植栽木の成長を妨げる
雑木等を取り除く

除伐

成長に応じて、間引き、
立木密度を調整する

間伐

伐採し、
木材として利用する

主伐

植栽木の成長を妨げる、
雑草木を刈り払う

下刈り

■ 森林整備（一例）

浸透能
（mm/1時間）

裸地 草地 森林

258

79
128

※資料：村井宏・岩崎勇作
「林地の水及び土壌保全機能に関する
研究」（1975）

■ 森林の土砂災害防止／土壌保全機能

■ 森林の水源涵養機能

荒廃地 森林耕地

※資料：丸山岩三「森林水文」実践林業大学（1970）

森林の有する多面的機能の発揮には、健全な森林の造成が重要
1. 再造林はなぜ重要なのか
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森林が降雨に
伴う土壌流出
を大幅に抑制

森林の土壌は
孔隙量(すき間)
が多く、浸透・
保水機能が高い



・昭和10年代には、戦争の拡大に伴い、軍事物資等として未利用の森林の伐採が進み、戦後も復興のために大量の木材を
必要としたことから、我が国の森林は大量に伐採された。

・その結果、我が国の森林は大きく荒廃し、昭和20年代には、各地で大型台風等による大規模な山地災害や水害が発生。
・こうした中で、国土保全の面から急速な国土緑化の必要性が国民の間で強く認識されるようになり、復旧造林が各地で
実施され、戦後約10年間で造林未済地への造林がほぼ完了。

・昭和40年代半ばまで、木材需要に対応するために伐採された跡地等において、毎年40万ha弱の造林が行われた。

戦争により伐採が拡大し、災害が頻発
国土保全、木材需要への対応に向け、造林が急速に進んだ
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■ 戦中・戦後の木材伐採量の推移

■ 昭和22年カスリーン台風での森林被害

（万ha）
毎年40万ha弱

■ 長期的な人工造林面積の推移

2. 森林資源の利用と造成の歴史
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・我が国の森林面積は国土の３分の２にあたる約2,500万haであり、世界有数の森林国。
・森林面積の約４割に相当する1,009万haは人工林であり、蓄積は人工林を中心に毎年約６千万m³増加している。
・また、人工林のうち６割が50年生を超え、本格的な利用期を迎えている。

■ 人工林の齢級構成（R3年度末時点）

資料：林野庁「森林資源の現況」（令和4年3月31日現在）
※森林法第5条及び第7条の2に基づく森林計画の対象となる森林の面積

(齢級)
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■ 森林蓄積の推移 近年、毎年約６千万㎥増加

■ 国土面積と森林面積の内訳

(単位：万ha)

資料：国土交通省「令和7年版土地白書」
（国土面積は令和２年の数値）

 注１：計の不一致は、四捨五入による。
 注２：林野庁「森林資源の現況」とは森林面積の調査手法及び時点が異なる。

森林

2,503 

(66%)

農地

437 

(12%)

宅地197 

(5%) 

その他

643 

(17%)

国土面積
3,780万ha

資料：林野庁「森林資源の現況」（令和４年3月31日現在）
 注：計の不一致は、四捨五入による。

人工林

1,009万ha

(40%)
その他

215万ha…

天然林等

1,493万ha

(60%) ヒノキ

257万ha

(25%)

森林面積 人工林樹種別面積

蓄
積
（
億
㎥
）

■ OECD加盟国森林率上位10か国

資料：FAO「世界森林資源評価2020」を元に林野庁作成。森林・人工林面積の単位は千ha、森林・人工林率は％。

順位 国 森林面積 森林率

1 フィンランド 22,409 73.7

2 スウェーデン 27,980 68.7

3 日本 24,935 68.4

4 韓国 6,287 64.5

5 スロベニア 1,238 61.5

6 コスタリカ 3,035 59.4

7 エストニア 2,438 56.1

8 ラトビア 3,411 54.9

9 コロンビア 59,142 53.3

10 オーストリア 3,899 47.3

戦後に造林された人工林資源が利用期を迎えている
3. 日本の森林資源の現況

資料：林野庁「林業統計要覧」「森林・林業統計要覧」 5



3. 日本の森林資源の現況

期待される森林の機能に応じたゾーニング
・将来にわたって持続的に多面的機能を発揮できるよう、多様で健全な森林へと誘導することが必要。
・自然的・社会的条件が良く、林業に適した森林では、主伐後の確実な再造林により育成単層林を維持し、資源の循環利
用を図ることが重要。

・林業にとって条件が不利な森林では、育成複層林へと誘導。また、原生的な天然生林は適切に保全するとともに、山村
等に存する里山林は保全管理及び利用を推進。

■ 多様で健全な森林への誘導

主に自然散布の種子の
発芽・生育により成
立・維持

樹齢・樹高が複数の
森林として人為によ
り成立・維持

育成単層林

樹齢・樹高が単一の
森林として人為によ
り成立・維持

育成複層林

天然生林

現状

注１：林地生産力は、樹木の平均成長量を基に、
高（８㎥以上/年 以上）、中（５～８㎥/年）、低（５㎥/年 未満）と区分。

注２：傾斜は、作業システムへの対応や土壌保全等の公益的機能発揮の観点から、
急（３０度以上）、中（１５～３０度）、緩（１５度未満）と区分。

天然生林
1,380万ha

育成単層林
1,010万

ha

育成複層林
110万ha

天然生林
1,170万

ha

育成単層林
660万ha

育成複層林
680万ha

目指す姿

適切な間伐の実施、
森林資源の循環利用

公益的機能の持続的な
発揮、将来の森林管理
コストの低減に寄与

原生的な森林生態系や稀少
な生物が生育・生息する森
林等は、適切に保全を行う

林地生産力が高く、傾斜が緩やかで、
車道からの距離が近いなど林業に適
した人工林は、確実に更新して育成
単層林を維持

林地生産力が低く、急傾斜で、車道からの距離が遠い
など林業にとって条件が不利な人工林は、モザイク施
業や広葉樹導入等により針広混交の育成複層林に誘導

多様で健全な
森林へ誘導

自然的・社会的条件が良い

自然的・社会的条件が不利

6



・人工林資源が本格的な利用期を迎えている一方、造林面積は３万ha程度で推移しており、再造林が進んでいない状況。
・主伐後の再造林が進まない要因には、木材価格の低迷や造林費用の負担が大きいことによる森林所有者の経営
意欲の減退、育林従事者数の減少などがある。

資料：森林・林業統計要覧

■ 造林面積の推移

■ 立木販売収入と造林初期費用

資料：R7年標準単価（スギ3000本/ha植栽、下刈５回、獣害防護柵400m）

※立木販売収入はR6年スギ山元立木価格にスギ10齢級の平均材積320㎥/haを乗じて算出

（万円）

資料：令和２年度森林資源の循環利用に関する意識・意向調査（林業者）
※山林を保有している経営体への「今後5年間に主伐を実施する予定及び主伐を予定する場合の更新の予定」の質問において「主伐後に再造林を行
うつもりはない」「伐期に達した山林はあるが、主伐を実施する予定はない」と答えた経営体に対して質問したもの
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主伐または再造林を委託できる業者や森林組合がない

再造林のための苗木を準備できない

主伐後は積極的に天然更新による広葉樹林化を進めたい

再造林後のシカ等による獣害を防げない

森林経営に興味がない

主伐を行わず、間伐を繰り返す予定である

路網整備が進んでいない

再造林しても将来の収入に不安がある

主伐の収入で、主伐又は再造林費用をまかなえない

回答経営体数＝396
（複数回答可）

（単位：％）
■ 再造林を行わない理由

■ 年齢別育林従事者数の推移

資料：総務省「国勢調査」

再造林は進んでいない
4. 再造林の現状と課題
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地拵

38 万円
苗木代

45 万円

植付け

36 万円

下刈り

102 万円

獣害防護柵

87 万円

除伐

41 万円

保育間伐・間伐

76 万円

・生息域の拡大等を背景としたシカによる森林被害は深刻な状況にあり、野生鳥獣による森林被害面積の約6割を占める。
・シカの食害は、造林木の成長阻害や枯死、下層植生の消失等による土壌流出などを引き起こし、森林の公益的機能にも
影響を与えるため、森林整備に併せて対策を講じることが必要。

・こうした対策にかかる費用を補うためにも、造林の省力・低コスト化を図ることが重要。

獣害防護柵による被害防止

資料：環境省資料

シカの食害を受け成林が見込めない
ヒノキの新植地

食害防止チューブによる被害防止シカの食害による下層植生の消失

注：R7標準単価より作成
 スギ3000本/ha植栽、下刈５回、獣害防護柵400m、除伐
２回、保育間伐１回、搬出間伐（50～60m3/ha）１回

再造林と一体的に獣害対策も行う必要が生じている
4. 再造林の現状と課題

■ シカの生息域は40年間で2.7倍に拡大

8

■ 再造林費用に占める獣害対策費用

シカ

2.7

ノネズミ

0.7

クマ

0.6

ノウサギ

0.1 

カモシカ

0.1 

イノシシ

0.0 
サル

0.0 

合計
4.3千ha

（令和6年度）

全体の
約６割

■ 野生鳥獣による森林被害

資料：林野庁業務資料
 注１：国有林（林野庁所管）、民有林の合計。 
 注２：森林および苗畑の被害。



・立木販売収入で造林費用を賄えるよう、立木販売収入を向上させるとともに、造林費用を縮減することが重要。
・立木販売収入の向上に向けては、素材生産の生産性向上、流通コストの低減、販売力の強化等が重要。
・また、造林費用の縮減に向けては、主に人力によって行われている造林作業について、新しい技術を活用し、施業手法
の改善を図ることが重要。

■ 省力・低コスト化を進める必要がある造林作業の例（地拵え・植栽・下刈り） ■ 裸苗

（万円）

地拵え

38

苗木代

45

植付

36

下刈り

102

獣害防護柵

87

立木販売収入

129

支出

収入

収入増加
素材生産性の向上や流通コストの低減

支出縮減
造林作業の省力化や低コスト化

植栽のために、
伐採跡地の整理を行う地拵え

（じごしらえ）

苗木の植栽 雑草木を刈払う下刈り

■ 丸太生産にかかるコスト比較

7.3
4.4

3.6

5.7

1.3 1.8

0.2 2.6

オーストリア

ドイツトウヒ

日本

スギ主伐

流通コスト

運材コスト

伐出コスト

立木価格

生
産
・
流
通
コ
ス
ト

※ 国立研究開発法人森林研究・整備機構
注：伐出コストは山土場までのコスト。運材コストは山土場から原木市場までの運賃
（オーストリアは直送による木材加工工場までの運賃）。流通コストは市場経費を含む
原木市場から工場までの運賃（オーストリアは工場側手数料のみ）。

木材販売収入の増加と造林費用の縮減による収支転換が重要
5. 再造林の課題への対応

9

エリートツリーやコンテナ苗に変える
ことで、省力・低コスト化が可能

(千円/m³)

→ 生産・流通コストを低減する必要
（万円）



・再造林の省力・低コスト手法は様々あり、一貫作業や低密度植栽等の技術は普及しつつある。
・エリートツリーや大苗植栽、ドローンによる資材運搬等の技術も各地で実証・実用化が進められている。
・省力・低コスト造林の実施割合は年々上昇し、令和6年度時点で60％まで到達。

5. 再造林の課題への対応

支出縮減のため、再造林の省力・低コスト化を進めることが重要

◼再造林の省力・低コスト化手法

一貫作業システム

（コンテナ苗）

低密度植栽

エリートツリー

大苗植栽

下刈り面積・回数の削減

ドローンによる造林資材の運搬

地拵えや下刈りの機械化

資料：林野庁業務資料
※民有林及び国有林の実施割合である。

◼省力・低コスト造林の実施割合の推移
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・コンテナ苗は、効率的な植栽が可能な上に、植栽時期が長いため、一貫作業システムでの活用も有効。
・このため、コンテナ苗の活用により、植栽の省力・効率化や植栽時期の拡大、労務の平準化が可能。

■ 植栽器具別の
裸苗とコンテナ苗植栽作業の比較

■ コンテナ苗とは

育成容器の内側にリブ（縦筋状の突起）やスリット（縦長の

隙間）、底面の開口部を設けることで、根巻きを防止できる

容器を使用して生産された、根鉢付き苗木のこと

【特徴】
植栽作業の効率化
・均一的な形状の根鉢であるため、クワのほか、専用の植栽器
具を使用することで、熟練者でなくとも効率的な植栽が可能

植栽時期の拡大
・根鉢があることで乾燥ストレスの影響を受けにくく、裸苗の
植栽に適さない時期も含め幅広い期間で植栽が可能

コンテナ苗植栽の様子

コンテナ苗により植栽の省力・効率化、植栽時期の拡大が可能
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

（ha）

■ コンテナ苗植栽面積の推移

資料：林野庁業務資料
※民有林と国有林の合計

コンテナ苗生産施設

■ 斜面傾斜がコンテナ苗の植栽効率に及ぼす影響
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・これまで、地拵え、苗木の運搬は人力で行われてきたが、伐採・搬出時に使用した林業機械をそのまま活用し、
これらの人力作業を機械化。

・伐採と造林の「一貫作業システム」により作業工程の省力・低コスト化が可能。

■ 一貫作業によるコストの削減

６割減 ３割減

資料：「低コスト造林技術実証・導入促進事業」（2018）

山形県西川町の事例を元に作成

伐採・搬出 地拵え 植栽従来方式

作業工程の
省力化･効率化

伐採と造林の
一貫作業

植栽地拵え伐採・搬出

✓ 造材機械で効率的に地拵えを実施
✓ フォワーダや架線の帰り荷で苗木運搬

✓ コンテナ苗なら
通年※植栽可能

※乾燥期や降雪期等を除く

■ 一貫作業システム

グラップルによる枝条整理 フォワーダによる苗木運搬

一貫作業システムにより地拵えや苗木運搬等の人力作業を機械化
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

■ 一貫作業実施面積の推移
（ha）

資料：林野庁業務資料
※民有林と国有林の合計 12
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・これまでの一般的な植栽本数3,000本/haよりも低密度で植栽することにより、苗木購入費や植栽に要する労務費の低減が
可能。

100%

83%

56%

43%

0

20

40

60

80

3,000 2,500 1,600 1,100

植
栽
経
費
（
万
円
）

（本/ha）

植栽労務費

苗木購入費

■ 植栽密度と植栽コストの関係

資料：「令和元年度 低密度植栽技術の導入に向けた調査委託事業 報告書」(茨城県日立市)

※地拵え経費は植栽密度で変わらないため除外

苗木：スギ150ccコンテナ苗（165円／本）で計算

■ 低密度植栽のメリット

造林樹種の特性や生産目標等に応じて、植栽本数を柔軟に選択

することで、苗木代や植栽時の労務費を低減することが可能

低密度植栽の様子（2,000本/ha植栽）

※林野庁「低密度植栽技術導入のための事例集」（2020）

• 全国19箇所の実証試験地で、

下刈り（全刈）の作業時間を

計測。

• 全体的な傾向として、植栽密

度が低いほど、注意を払うべ

き植栽木の本数が少なくなる

ため、下刈りの作業時間が減

少する傾向が確認。

27
25

20

0

10

20

30

40

2,500 1,600 1,100（本/ha）

作
業
時
間
（
時
間
）

※全国19箇所における計測結果の平均値

植栽密度ごとのhaあたり下刈り作業時間

■ 低密度植栽に伴う下刈りの省力化

低密度植栽により苗木代や植栽に要する労力・労務費を削減
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

■ 低密度植栽面積の推移

資料：林野庁業務資料

※民有林のみ

※各都道府県の基準に照らして、低密度といえる密度で植栽した面積を計上

※コンテナ苗植栽及び一貫作業システムとの重複は除く

（ha）
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・成長に優れたエリートツリーや、通常よりも大きく育てた大苗は、雑草木との競合から早く抜け出すことが可能。
・これらの活用により、下刈りが必要な期間を短縮し、下刈りの期間・回数の縮減が期待される。

■ エリートツリーと一般苗の初期成長の差

0

100

200

300

400

0 1 2 3 4 5
植栽後年数G

樹高（cm）

下刈り終了の目安とされる
樹高２ｍライン

資料：国立研究開発法人森林研究・整備機構

（森林整備センター九州整備局の植栽試験地(大分県)）

■ エリートツリーとは

植栽後5年経過時の樹高

エリートツリー
3m超

一般のスギ苗
1.8m

一般の苗木よりも成長が早いため、下刈り期

間の短縮が可能であり、省力化や労務費の低

減が期待できる。

各地の山で選抜された精英樹の中でも、特に

優れたものを交配した苗木の中から選ばれた、

第２世代以降の精英樹の総称

■ 大苗とは

植栽時の苗高が高いため、植栽初期の下刈

りを省略できること、そして雑草木との競

合から素早く抜け出して早期に下刈りを終

了することが期待できる。

通常の育苗期間や根鉢の容量を増やして生

産される、各地で通常使用される苗木と比

較して、苗長のより大きな苗木のこと

植栽された大苗

■ 大苗植栽と下刈り回数削減

各地で研究が行われており、いずれの事例も下刈り回数が1～2回で終了

エリートツリー・大苗の活用により下刈りの期間や回数を縮減
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

14

下刈りが必要な
期間の短縮



・従来、下刈りは植栽区域の全ての雑草木を刈払うのが基本であったが、下刈りの省力化に向け、植栽木の成長に直接的
に影響を及ぼす周辺の雑草木のみを刈払う方法も有効。

・下刈り面積を削減する手法には、列状に刈払いを行う「筋刈り」や、植栽木周辺のみを刈払う「坪刈り」などがある。

■ 筋刈り

■ 坪刈り

植栽列に沿って狭く帯状に、通常列間の半分程度の幅で雑草木を刈払う方法。

植栽木の周囲を１m程度の円状に刈り払う方法で、気象害の激しい林地に

植栽した陰樹への適用が適している。

筋刈り後（遠景）

筋刈り後の様子

下刈り前

■ 通常の下刈り

下刈り後

植栽区域内の全ての雑草木を刈
払うため、時間や労力を要する

下刈り面積の削減により省力化を図ることも有効
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

15



・ドローン等による資材の運搬、地拵えや下刈りの機械化により、造林の軽労化・省力化を図ることが可能。

■ ドローンによる苗木運搬

苗木の集積地から遠い場合や急傾斜地において、ドローンを活用して

苗木や造林資材等を運搬することにより、省力化を図ることが可能。

地拵え機械

ドローンによる苗木運搬の様子

人力による苗木の運搬

・苗木・獣害防止ネットを運搬し、苗木運搬による要人工数を約44～
67％省力化（人力0.64～1.06→ドローン0.36人/苗木千本）

・作業員の労災リスクの低減や労働強度の低減にもつながった

■ 和歌山県における苗木運搬

※林野庁「造林のためのドローン活用事例集」（2021）

下刈り機械

斜面での植栽や下刈りといった造林・育林作業は労働負荷が大きい

ことから、作業の軽労化等に向けた機械の開発が進められている。

従来人力で行われてきた作業を機械化することで省力化を図ること

も可能。

ドローン等の活用・地拵えや下刈りの機械化
6. 再造林の省力・低コスト化の手法

■ 苗木運搬、地拵え、下刈りの機械化

電動クローラ型一輪車

16



従来型
下刈り

×５回

今後のイメージ

裸苗の植栽

3,000本/ha

地拵え

人力

下刈り

×３回

下刈り

×１回

下刈り

×１回

造林初期費用（1haあたり）

（万円）

苗木運搬

人力

資料：林野庁業務資料 ※樹種はスギを想定

費用：従来比 46％

人工：従来比 27％

費用：従来比 55％

人工：従来比 41％

別途：シカ対策費が必要

低密度植栽では、単木保護も選択肢

費用：従来比 68％

人工：従来比 51％

伐採と造林の一貫作業の導入

コンテナ苗の植栽

2,000本/ha

苗木運搬地拵え

伐採・搬出に使用した林業機械

地拵え

伐採・搬出に使用した林業機械

苗木運搬

苗木運搬

搬出に使用した架線

1,500本/ha
従来品種特定母樹

植栽後４年
（←6ｍ）
（↓2.8ｍ）

エリートツリー等の植栽

集材

集材機による全木集材

省

力

型

①

（
急
傾
斜
地
対
応
）

省

力

型

②

（
エ
リ
ー
ト
ツ
リ
ー
活
用
）

省

力

型

③

大苗の植栽

1,500本/ha

現地の状況に応じて
実施の要否を判断

220万円

151万円

（万円）

122万円

（万円）

100万円

（万円）

※地拵え:人力、苗木運搬:人力、苗木:普通苗、植栽:3,000本/ha、下刈り:5回

※地拵え:機械、苗木運搬:機械、苗木:コンテナ苗、植栽:2,000本/ha、下刈り:3回

※地拵え:機械、苗木運搬:機械、苗木:大苗、植栽:1,500本/ha、下刈り:1回

※地拵え:機械、苗木運搬:機械、苗木:コンテナ苗かつエリートツリー等、
植栽:1,500本/ha、下刈り:1回

今後の省力・低コスト造林のイメージ
6. 再造林の省力・低コスト化の手法
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主伐後の再造林を
適切に実施

鳥獣害防止対策を
適切に実施

重要インフラ施設周辺の森林
における森林整備を実施

傾斜や作業システムに対応した路網整備を実施
（林道・林業専用道・森林作業道）

被害森林における
危険木の除去と造林等を実施

7. 林野庁の施策

適切な森林整備の取組

公的な関与による森林整備の推進
（セーフティネット）

条件不利地や気象害等の被害森林では、

資源が充実しつつある人工林では、

施業の低コスト化の推進により
森林所有者等による適切な森林整備を推進

更新が困難な森林
における造林等を実施

・林野庁では、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、林産物の供給等の森林の有する多面的機能の維持・増進を目
的に、造林や間伐等の森林整備を支援（森林整備事業）。

18

■森林整備事業の主な補助内容

植付け（人工造林） 下刈り 除伐 保育間伐 ・ 間伐



省力・低コスト造林等に対する支援の強化
7. 林野庁の施策

◼林業適地の区域設定（ゾーニング）

① 特に効率的な施業が可能な森林の区域
⇒市町村森林整備計画において林業適地を
指定

109万ha（R6年度末時点）

② 特定植栽促進区域（間伐等特措法）
  ⇒知事がエリートツリー等を積極的に植え

る区域を指定

 62万ha（R6年度末時点）

• 林業適地の抽出等を行えるプ
ログラムソフト「もりぞん」
を都道府県へ配布

• 収益性と災害リスクに関連す
る要素を点数化してゾーニン
グの検討を支援

◼ゾーニング支援ツール

・林野庁では、効率的な施業が可能な造林適地の抽出・区域等の設定を支援するとともに、省力・低コスト造林への支援
強化、工程の定期的な見直し等を行い、適切な再造林を推進。

◼ 省力・低コスト造林等に対する支援の強化

対応方針 令和４年度 令和５年度 令和６・７年度 令和８年度以降

伐
採
後
の
再
造
林
の
推
進

林業適地における
再造林の促進

低
コ
ス
ト
造
林
技
術

実証段階の造林技術

一貫作業システム

コンテナ苗生産

林業種苗開発

その他
(工程分析・デジタル化)

計画制度見直し・改正間伐等特措
法によるゾーニング

◎森林整備事業の見直し
⇒低密度植栽等への支援強化

(R2～)先進的造林技術推進事業

(H30～)資源高度利用型施業

公
共

非
公

非
公

低コスト再造林対策
  ⇒20％のコストカットに2/3補助
  ⇒川中・川下連携等の支援追加

非
公

間接的経費の見直し 植付、下刈り等の工程見直し等

優良種苗生産対策⇒エリートツリー等の開発を加速化

非
公

(H28～)コンテナ苗生産施設整備
   ⇒５万本要件を１万本に緩和 
   ⇒干害対策

省力・低コスト造林技術指針の
作成・普及等

◎森林整備事業の見直し
⇒スギ人工林伐採重点区域にお
ける一貫作業への支援強化

公
共

森林整備事業補助金のデ
ジタル申請・検査ガイド
ラインの策定・普及等

省力・低コスト再造林対策
⇒2割のトータルコスト又は
３割の省力化に2/3補助
  

非
公
非
公
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・省力・低コスト造林技術に係る実証や調査等の取組が全国各地で行われており、これらの取組の成果を体系的に整理し
た「造林に係る省力化・低コスト化技術指針」を令和７年３月に公表。

・地域の条件に応じた省力・低コスト造林技術の導入・普及を図るための道しるべとして活用が期待される。

技術指針
すでに概念的に標準化されているような
省力・低コスト技術についての概要

解説
技術指針で示した技術の効果や根拠につ
いて図表を用いて解説

技術の導入、
更なる普及を後押し

シンポジウムの様子 現地検討会の様子

省力・低コスト造林技術の導入・普及に向けた指針の作成
7. 林野庁の施策
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・近年、再造林の推進のため、伐採、再造林、育林コストを織り込んだ水準の価格で木材を購入する協定の締結や、森林
組合や林業事業体等が中心となった再造林支援のための基金設立の動きがみられる。

・令和６年には、宮崎県が全国初となる再造林に関する条例を制定するとともに、令和８年には、秋田県においても制定されてお
り、再造林の推進に向けた取組の更なる広がりが期待される。

◼ 再造林可能な木材利用協定の締結

ウイング(株)×佐伯広域森林組合×ウッドステーション(株)×佐伯市

・建築物の構造や内外装に佐伯市産材を活用

し、カーボンニュートラルの実現等に貢献し

ていく協定を締結

・協定に基づき、ウイングは佐伯広域森林組

合から、スギ2×4材を再造林費用を内包した

価格で、年間１万㎥購入

・4者間で再造林に関わる費用や負担を透明化

全国20道県で30の基金が設立（R7年10月時点）

◼関係団体における再造林関係基金の動き

・ 平成29年に林業・木材産業8団体が「岩手県森林再生機構」を設立、協力金を積立

・ 平成30年度から再造林経費の助成開始

〈助成の要件〉

①低密度植栽、②機械地拵、③コンテナ苗の使用と低コスト造林を行う場合、

10万円/haを上限とし、再造林経費を助成

再造林促進のための基金設立（岩手県）

◼ 再造林推進条例の制定

宮崎県再造林推進条例

・再造林を推進するための基本理

念とそれに基づく基本的施策の方

向性を明示

・県、市町村、森林所有者、森林

組合、事業者、県民それぞれの役

割について定めるとともに、各者

の連携・協力を促す内容

再造林を推進するための協定・条例・基金
８. その他の再造林の取組
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